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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前胴回り域、後胴回り域、及び前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下
域と、
　前記前胴回り域から前記後胴回り域に向かう前後方向及び前記前後方向と直交する幅方
向と、
　前記股下域を跨ぎ、前記前胴回り域及び前記後胴回り域の少なくともいずれか一方に延
びる吸収体と、
　前記吸収体よりも肌対向面側に位置し、着用者に接するトップシートと、を備え、
　前記トップシートは、前記肌対向面側に突出するシート凸部間に設けられる開口を有す
る、吸収性物品であって、
　前記トップシートは、少なくとも前記後胴回り域に配置される第１領域と、少なくとも
前記股下域に配置される第２領域と、を有し、
　前記第１領域の前記シート凸部の形状と前記第２領域の前記シート凸部の形状は、異な
り、
　前記開口は、少なくとも前記第１領域に設けられており、
　前記第１領域の前記シート凸部間には、前記前後方向及び前記幅方向に延びる底部と、
前記底部よりも前記肌対向面側に突出する中間部が設けられており、
　前記中間部の頂部は、前記第１領域の前記シート凸部の頂部よりも非肌対向面側に位置
する、吸収性物品。
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【請求項２】
　前胴回り域、後胴回り域、及び前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下
域と、
　前記前胴回り域から前記後胴回り域に向かう前後方向及び前記前後方向と直交する幅方
向と、
　前記股下域を跨ぎ、前記前胴回り域及び前記後胴回り域の少なくともいずれか一方に延
びる吸収体と、
　前記吸収体よりも肌対向面側に位置し、着用者に接するトップシートと、を備え、
　前記トップシートは、前記肌対向面側に突出するシート凸部間に設けられる開口を有す
る、吸収性物品であって、
　前記トップシートは、少なくとも前記後胴回り域に配置される第１領域と、少なくとも
前記股下域に配置される第２領域と、を有し、
　前記第１領域の前記シート凸部の形状と前記第２領域の前記シート凸部の形状は、異な
り、
　前記開口は、少なくとも前記第１領域に設けられており、
　前記前胴回り域及び前記後胴回り域において、前記幅方向に沿って延び、前記吸収性物
品を着用者の身体に保持する胴回り保持部を有し、
　前記第１領域の後端縁は、前記胴回り保持部よりも前側に位置する、吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収性物品の前記幅方向の中心よりも前記幅方向の両外側に配置される一対の立体
ギャザーを備え、
　前記各立体ギャザーは、弾性部材によって前記前後方向に収縮する収縮領域を有し、
　前記第１領域の曲げ剛性は、前記第２領域の曲げ剛性よりも高く、
　前記第１領域は、前記前後方向において前記収縮領域の後端縁を跨いで配置されている
、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記吸収体は、前記幅方向に沿い、かつ前記吸収性物品の折り曲げを誘導する折曲誘導
部を有しており、
　前記折曲誘導部は、前記前後方向において前記収縮領域が配置されている範囲において
、前記第１領域よりも前側に設けられている、請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記第１領域の前記シート凸部の高さは、前記第２領域の前記シート凸部の高さよりも
高い、請求項１から請求項４のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記第１領域の前記シート凸部のピッチは、前記第２領域の前記シート凸部のピッチよ
りも長い、請求項１から請求項５のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記開口の縁には、前記トップシートを構成する繊維が溶着した溶着部が形成されてい
る、請求項１から請求項６のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記吸収体は、肌対向面側に突出する吸収凸部及び前記吸収凸部の間に設けられる吸収
凹部を有し、
　前記第１領域の前記開口は、前記吸収凸部と重なる領域に配置されている、請求項１か
ら請求項７のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記吸収体は、肌対向面側に突出する吸収凸部及び前記吸収凸部の間に設けられる吸収
凹部を有し、
　前記第１領域の前記開口は、前記吸収凹部と重なる領域に配置されている、請求項１か
ら請求項７のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１０】
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　前記シート凸部は、前記肌対向面側に延びる凸壁部を有し、
　前記第１領域の前記凸壁部の立ち上がり角度は、前記第２領域の前記凸壁部の立ち上が
り角度よりも大きい、請求項１から請求項９のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記トップシートは、繊維を有しており、
　前記シート凸部と前記吸収体との間には、空間が形成されており、
　前記凸壁部における繊維は、前記前後方向及び前記幅方向に沿って配向された繊維より
も、前記トップシートの厚み方向に沿って配向された繊維を多く有する、請求項１０に記
載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記シート凸部間には、非肌対向面側に延びる溝壁部を有し、
　前記開口は、前記溝壁部に設けられている、請求項１から請求項１１のいずれかに記載
の吸収性物品。
【請求項１３】
　前記第１領域の前記シート凸部は、千鳥状に配置されている、請求項１から請求項１２
のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１４】
　前記第１領域の前記シート凸部は、前記前後方向に沿っており、
　前記第１領域の前記シート凸部間には、前記シート凸部間の前記前後方向に延びる空間
を分断する分断部が設けられている、請求項１から請求項１３のいずれかに記載の吸収性
物品。
【請求項１５】
　前記シート凸部の高さは、０．３ｍｍ以上、１０．０ｍｍ以下であり、
　前記シート凸部のピッチは、０．３ｍｍ以上、１０．０ｍｍ以下である、請求項１から
請求項１４のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１６】
　前記トップシートの外側縁は、前記吸収体の外側縁よりも前記幅方向の内側に位置し、
　前記吸収体の外側縁よりも前記幅方向の外側には、前記吸収体よりも前記肌対向面側に
位置する補助シートが設けられており、
　前記補助シート及び前記トップシートは、不織布によって構成されており、
　前記補助シートの繊維間距離は、前記トップシートの繊維間距離よりも長い、請求項１
から請求項１５のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項１７】
　前記吸収性物品の前記幅方向の中心よりも前記幅方向の両外側に配置される一対の立体
ギャザーを備え、
　前記吸収性物品が伸長した状態において、前記トップシートの外側縁は、前記立体ギャ
ザーの内側縁よりも前記幅方向の外側に位置する、請求項１から請求項１６のいずれかに
記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿及び便を吸収する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、着用者の尿及び便を吸収する吸収性物品において、排泄物を引き込むための開口
（導液凹部）をトップシートに設けた吸収性物品が提供されている（例えば、特許文献１
参照）。特許文献１のトップシートには、肌対向面側に突出した複数の凸部と、当該凸部
間に配置され、トップシートの厚み方向に貫通した開口と、が形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８９９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のトップシートの凸部及び開口は、前後方向及び幅方向において一定の間隔
を空けて、トップシートの全体に亘って同じ配列で規則的に配置されている。よって、母
親等の装着補助者は、凸部及び開口を模様のように認識し、排泄物を引き込むための開口
の存在を認識できないことがある。装着補助者は、トップシートの体液の引き込み性を把
握できず、安心して吸収性物品を使用できないことがあった。出願人が種々調査を行った
ところ、装着補助者は、便が排出される領域の引き込み性を把握できることによって、使
用時の安心感を得やすいことがわかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、装着補助者が、便が排出される領域の引き込み性を認識し易くし、
使用時の安心感を得ることができる吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示に係る吸収性物品（使い捨ておむつ10）は、前胴回り域（前胴回り域20）、後胴
回り域（後胴回り域30）、及び前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下域
（股下域25）と、前記前胴回り域から前記後胴回り域に向かう前後方向（前後方向L）及
び前記前後方向と直交する幅方向（幅方向W）と、前記股下域を跨ぎ、前記前胴回り域及
び前記後胴回り域の少なくともいずれか一方に延びる吸収体（吸収体40）と、前記吸収体
よりも肌対向面側に位置し、着用者に接するトップシート（トップシート50）と、を備え
、前記トップシートは、肌対向面側に突出するシート凸部（シート凸部51）及び前記シー
ト凸部の間に設けられる開口(開口54)を有する。前記トップシートは、少なくとも前記後
胴回り域に配置される第１領域（第１領域R1）と、少なくとも前記股下域に配置される第
２領域（第２領域R2）と、を有し、前記第１領域の前記シート凸部の形状と前記第２領域
の前記シート凸部の形状は、異なり、前記開口は、少なくとも前記第１領域に設けられて
いることを要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示によれば、装着補助者は、便が排出される領域を他の領域に対して認識し、使用
時の安心感を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る使い捨ておむつの展開平面図である。
【図２】図１に示すＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】図１に示す使い捨ておむつのトップシートの一部を拡大した平面図である。
【図４】図３に示すＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】図３に示すＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【図６】トップシートの第１領域を模式的に示す一部破断斜視図である。
【図７】トップシートの第２領域を模式的に示す一部破断斜視図である。
【図８】変形例１に係るトップシート及び吸収体の斜視図である。
【図９】変形例２に係るトップシートの断面図である。
【図１０】変形例３に係るトップシートの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１０】
　前胴回り域、後胴回り域、及び前記前胴回り域と前記後胴回り域との間に位置する股下
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域と、
　前記前胴回り域から前記後胴回り域に向かう前後方向及び前記前後方向と直交する幅方
向と、
　前記股下域を跨ぎ、前記前胴回り域及び前記後胴回り域の少なくともいずれか一方に延
びる吸収体と、
　前記吸収体よりも肌対向面側に位置し、着用者に接するトップシートと、を備え、
　前記トップシートは、肌対向面側に突出するシート凸部間に設けられる開口を有する、
吸収性物品であって、
　前記トップシートは、少なくとも前記後胴回り域に配置される第１領域と、少なくとも
前記股下域に配置される第２領域と、を有し、
　前記第１領域の前記シート凸部の形状と前記第２領域の前記シート凸部の形状は、異な
り、
　前記開口は、少なくとも前記第１領域に設けられている、吸収性物品。
【００１１】
　このような吸収性物品によれば、第１領域は、少なくとも後胴回り域に配置され、便が
排出される領域を含む。第２領域は、少なくとも股下域に配置され、尿が排出される領域
を含む。装着補助者は、第１領域のシート凸部の形状と第２領域のシート凸部の形状が異
なるため、第１領域を認識し易くなる。また、装着補助者は、第１領域のシート凸部の形
状と第２領域のシート凸部の形状が異なるため、股下域に配置されるトップシートの性能
と、後胴回り域に配置されるトップシートの性能と、の違いを把握でき、尿と便が適切に
吸収されるという安心感を得ることができる。
【００１２】
　第１領域上に便が排出されると、便は、シート凸部間の空間に収容され、シート凸部間
の開口を介して非肌対向面側に移行する。また、便は、シート凸部による壁によって挟ま
れるため、一旦シート凸部間に収容された便が肌に触れた場合に、シート凸部間から便が
出て着用者に再付着することを抑制できる。
【００１３】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の前記幅方向の中心よりも前記幅方向の両外側に配置される一対の立体
ギャザーを備え、
　前記各立体ギャザーは、弾性部材によって前記前後方向に収縮する収縮領域を有し、
　前記第１領域の曲げ剛性は、前記第２領域の曲げ剛性よりも高く、
　前記第１領域は、前記前後方向において前記収縮領域の後端縁を跨いで配置されている
ことが望ましい。
【００１４】
　第１領域が前後方向において収縮領域の後端縁を跨いでいるため、立体ギャザーの立ち
上がり基点となる収縮領域の後端縁近傍の剛性が高くなる。立体ギャザーの立ち上がり基
点の剛性が高くなることにより、立体ギャザーの高さを確保し易くなる。よって、後胴回
り域における便の横漏れを防ぐことができる。また、立体ギャザーの高さを確保すること
により、立体ギャザーによってトップシートが覆われることを防止し、排出された便を第
１領域シート凸部間に導く機能を発揮し続けることができる。
【００１５】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収体は、前記幅方向に沿い、かつ前記吸収性物品の折り曲げを誘導する折曲誘導
部を有しており、
　前記折曲誘導部は、前記前後方向において前記収縮領域が配置されている範囲において
、前記第１領域よりも前側に設けられていることが望ましい。
【００１６】
　前後方向において収縮領域が配置されている範囲は、収縮領域の収縮によって前後方向
に縮まる。収縮領域によって収縮する力が作用すると、折曲誘導部を基点に吸収性物品が
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変形する。第１領域よりも前側に位置する折曲誘導部を基点に変形することにより、収縮
領域の収縮力が吸収され、第１領域をフラットな状態に保ち、便を引きこむ機能を発揮し
続けることができる。
【００１７】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１領域の前記シート凸部の高さは、前記第２領域の前記シート凸部の高さよりも
高いことが望ましい。
【００１８】
　第１領域のシート凸部の高さが第２領域のシート凸部の高さよりも高いため、便を挟む
シート凸部による壁を比較的高く形成できる。便を挟むシート凸部による壁が高いため、
一旦シート凸部間に収容された便を壁によって挟み、当該便を保持し易くなる。その結果
、収容された便の表面に着用者の肌が触れた際に、便を保持し続け、便が出て着用者に再
付着することを防ぐことができる。
【００１９】
　また、第１領域のシート凸部の高さが比較的高いことにより、第１領域において肌と吸
収体との隙間が大きくなる。通気性が高くなり、吸収性物品内部の空気が外部へ流出し易
くなり、蒸れを抑制できる。また、第１領域のシート凸部間に便が収容される前において
、第１領域に体圧がかかってシート凸部が潰れた状態と、第１領域に体圧がかからずにシ
ート凸部が起立した状態と、でトップシートの厚みは、変化する。第１領域のシート凸部
の高さが比較的高いことにより、体圧の有無によるトップシートの厚みの変化量が大きく
なり、空気がより流れやすく、蒸れを抑制する効果を得やすい。一方、第２領域のシート
凸部の高さが比較的低いため、シート凸部間の収容空間が小さくなり、第１領域に収容さ
れた便が第２領域に流れることを抑制できる。加えて、第１領域のシート凸部間に多くの
便を収容することができ、自重によって便が開口を通過し易くなり、開口を介して吸収体
に導く便の量を増やすことができる。
【００２０】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１領域の前記シート凸部のピッチは、前記第２領域の前記シート凸部のピッチよ
りも長いことが望ましい。
【００２１】
　第１領域のシート凸部のピッチが第２領域のシート凸部のピッチよりも長いため、第１
領域におけるシート凸部間の空間が広くなり、便の収容空間を広く形成できる。よって、
トップシート上に排出された便は、シート凸部間に収容され、シート凸部上に残り難くな
る。着用者の肌に便が触れ続けることを抑制し、装着感を向上できる。また、第１領域の
シート凸部間に多くの便を保持でき、便の自重が増加する。繊維を有するトップシートに
あっては、便の自重が増加することにより、便内に含まれる水分が繊維間の隙間を介して
吸収体に透過し易くなる。よって、便内の水分を迅速に吸収体に移行させ、水分を多く含
む軟便が肌に付着し続けることを抑制できる。
【００２２】
　かかる吸収性物品であって、
　前記開口の縁には、前記トップシートを構成する繊維が溶着した溶着部が形成されてい
ることが望ましい。
【００２３】
　開口の縁に溶着部が形成されていることにより、開口の強度が高まり、開口形状を維持
し易くなる。よって、排泄物の引き込み性を維持できる。
【００２４】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収体は、肌対向面側に突出する吸収凸部及び前記吸収凸部の間に設けられる吸収
凹部を有し、
　前記第１領域の前記開口は、前記吸収凸部と重なる領域に配置されていることが望まし
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い。
【００２５】
　吸収凸部と開口が重なる領域では、開口と吸収体の距離が短く、開口を介して引き込ん
だ体液を吸収体によって迅速に吸収できる。よって、排泄物の引き込み性を向上できる。
【００２６】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収体は、肌対向面側に突出する吸収凸部及び前記吸収凸部の間に設けられる吸収
凹部を有し、
　前記第１領域の前記開口は、前記吸収凹部と重なる領域に配置されていることが望まし
い。
【００２７】
　吸収凹部と開口が重なる領域では、開口の非肌対向面側に便を収容する空間を形成でき
、開口を介して引き込んだ排泄物を空間内に引きこむことができる。よって、排泄物の引
き込み性を向上できる。
【００２８】
　かかる吸収性物品であって、
　前記シート凸部は、前記肌対向面側に延びる凸壁部を有し、
　前記第１領域の前記凸壁部の立ち上がり角度は、前記第２領域の前記凸壁部の立ち上が
り角度よりも大きいことが望ましい。
【００２９】
　第１領域の凸壁部の立ち上がり角度が第２領域の凸壁部の立ち上がり角度よりも大きく
、第１領域の凸壁部は、比較的急な傾斜となる。そのため、第１領域のシート凸部間に収
容された排泄物を挟んで、当該便を保持し、一旦収容した排泄物がシート凸部間から抜け
出ることを抑制できる。第２領域の凸壁部の立ち上がり角度が第１領域の凸壁部の立ち上
がり角度よりも小さく、第２領域の凸壁部は、比較的緩やかな傾斜となる。第２領域は、
少なくとも股下域に配置される。股下域は、後胴回り域と比較して着用者の肌に密着して
いる。第２領域の凸壁部が緩やかな傾斜であることにより、第２領域が肌に密着した場合
であっても、シート凸部による肌への当たりを和らげることができる。
【００３０】
　かかる吸収性物品であって、
　前記トップシートは、繊維を有しており、
　前記シート凸部と前記吸収体との間には、空間が形成されており、
　前記凸壁部における繊維は、前記前後方向及び前記幅方向に沿って配向された繊維より
も、前記トップシートの厚み方向に沿って配向された繊維を多く有することが望ましい。
【００３１】
　シート凸部が潰れ難く、シート凸部の非肌対向面側の空間を維持し、肌に対する当たり
が柔らかくなり、着用者がふわふわとした感触を得ることができる。また、凸壁部による
繊維は、厚み方向に配向された繊維を多く含むため、凸壁部によって厚み方向に体液を導
きやすい。よって、シート凸部の高さを高く構成した場合であっても、凸壁部内の体液を
吸収体側に迅速に導くことができる。
【００３２】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１領域の前記シート凸部間には、前記前後方向及び前記幅方向に延びる底部と、
前記底部よりも肌対向面側に突出する中間部が設けられており、
　前記中間部の頂部は、前記第１領域の前記シート凸部の頂部よりも非肌対向面側に位置
することが望ましい。
【００３３】
　第１領域のシート凸部間に中間部が設けられていることにより、シート凸部間の空間内
の排泄物は、前後方向及び幅方向を含む平面方向に拡散し難くなる。よって、便を吸収体
側に迅速に導くとともに、便が肌に付着する面積が増えることを抑制できる。
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【００３４】
　かかる吸収性物品であって、
　前記前胴回り域及び前記後胴回り域において、前記幅方向に沿って延び、前記吸収性物
品を着用者の身体に保持する胴回り保持部を有し、
　前記第１領域の後端縁は、前記胴回り保持部よりも前側に位置することが望ましい。
【００３５】
　胴回り保持部は、吸収性物品を身体に保持する領域であり、身体に対して密着し易い。
第１領域と胴回り保持部とが離間しているため、第１領域のシート凸部間に収容された便
が着用者の肌から離れた状態を維持し易くなる。また、第１領域のシート凸部が第２領域
のシート凸部よりも高い構成にあっては、第２領域のシート凸部が肌に密着し難く、第２
領域のシート凸部による股下域の違和感を抑制できる。
【００３６】
　かかる吸収性物品であって、
　前記シート凸部間には、非肌対向面側に延びる溝壁部を有し、
　前記開口は、前記溝壁部に設けられていることが望ましい。
【００３７】
　開口が非肌対向面側に延びる溝壁部に形成されていることにより、トップシートの非肌
対向面側に配置された吸収体と開口との間に空間が形成され易い。開口と吸収体との間に
空間を形成することにより、トップシートを通過した排泄物を一時的に保持することがで
き、引き込み性を向上できる。
【００３８】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１領域の前記シート凸部は、千鳥状に配置されていることが望ましい。
【００３９】
　シート凸部間の空間が前後方向に連続したり、幅方向に連続したりしないため、平面方
向における便の拡散を抑制できる。
【００４０】
　かかる吸収性物品であって、
　前記第１領域の前記シート凸部は、前記前後方向に沿っており、
　前記第１領域の前記シート凸部間には、前記シート凸部間の前記前後方向に延びる空間
を分断する分断部が設けられていることが望ましい。
【００４１】
　前後方向に延びる空間を分断する分断部が設けられているため、シート凹部内に収容さ
れた便が前後方向に拡散することを抑制できる。
【００４２】
　かかる吸収性物品であって、
　前記シート凸部の高さは、０．３ｍｍ以上、１０．０ｍｍ以下であり、
　前記シート凸部のピッチは、０．３ｍｍ以上、１０．０ｍｍ以下であることが望ましい
。
【００４３】
　このように構成されたシート凸部によれば、シート凸部が目立ちすぎることによる見た
目の違和感を抑制し、装着補助者が安心感を得やすい。また、シート凸部を目視にて認識
できるため、シート凸部による吸収性能に対する安心感を得やすい。
【００４４】
　かかる吸収性物品であって、
　前記トップシートの外側縁は、前記吸収体の外側縁よりも幅方向の内側に位置し、
　前記吸収体の外側縁よりも幅方向の外側には、前記吸収体の肌対向面側に位置する補助
シートが設けられており、
　前記補助シート及び前記トップシートは、不織布によって構成されており、
　前記補助シートの繊維間距離は、前記トップシートの繊維間距離よりも長いことが望ま
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しい。
【００４５】
　補助シートの繊維間距離が比較的長いため、補助シートによって体液を引き込み易い。
トップシートの外側縁よりも幅方向の外側に、より引き込み性の高い補助シートが配置さ
れているため、トップシートを越えて幅方向の外側に拡散した排泄物を補助シートによっ
て吸収体に引き込むことができ、更に排泄物の漏れを抑制できる。
【００４６】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の前記幅方向の中心よりも前記幅方向の両外側に配置される一対の立体
ギャザーを備え、
　前記吸収性物品が伸長した状態において、前記トップシートの外側縁は、前記立体ギャ
ザーの内側縁よりも幅方向の外側に位置することが望ましい。
【００４７】
　吸収性物品が伸長した状態において、トップシートの外側縁が立体ギャザーの内側縁よ
りも幅方向の外側に位置するため、吸収性物品の使用前の状態において、立体ギャザーの
内側縁間の全域にトップシートが配置される。装着補助者は、トップシートのシート凸部
及び開口を視認することにより、吸収性能に対する安心感を得ており、トップシートの配
置領域を広く感じ、より安心感を得ることができる。
【００４８】
＝＝＝本実施の形態に係る使い捨ておむつについて＝＝＝
　次に、本発明に係る吸収性物品としての使い捨ておむつ10の実施形態について、図面を
参照しながら説明する。なお、本発明に係る吸収性物品は、使い捨ておむつに限定されず
、下着又はおむつに装着される吸収パッドを含むものである。また、以下の図面の記載に
おいて、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面
は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきであ
る。したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図
面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００４９】
　（１）使い捨ておむつの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る使い捨ておむつ10の展開平面図である。図１に示す展開平面
図は、使い捨ておむつを構成するトップシート50、サイドシート70等の皺が形成されない
状態まで、立体ギャザー及びウエスト伸縮部等の伸縮部分を伸長させた伸長状態の図であ
る。図２は、図１に示すＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【００５０】
　使い捨ておむつ10は、前胴回り域20と、股下域25と、後胴回り域30とを有する。前胴回
り域20は、着用者の前胴回り部（腹部分）と接する部分である。また、後胴回り域30は、
着用者の後胴回り部（背部分）と接する部分である。股下域25は、前胴回り域20と後胴回
り域30との間に位置する。なお、本実施形態では、前胴回り域20から後胴回り域30に向か
う方向を前後方向Lと呼び、前後方向Lと直交する方向を幅方向Wと呼び、着用者の肌対向
面側T1と非肌対向面側T2に延びる方向を厚み方向Tと呼ぶ。
【００５１】
　使い捨ておむつ10は、吸収体40を有する。吸収体40は、股下域25を跨ぎ、前胴回り域20
及び後胴回り域30の少なくともいずれか一方に延びる。本実施の形態の吸収体40は、前胴
回り域20、股下域25、及び後胴回り域30を跨いで配置される。吸収体40は、吸収コア40a
とコアラップ40bとを有している。
【００５２】
　吸収体40の股下域25には、吸収コア40aの外側縁（幅方向の外側端）から幅方向Wの内側
に向かって延びる第１低目付部41が形成されている。第１低目付部41は、吸収コア40aの
両外側縁にそれぞれ配置されており、前後方向Lに間隔を空けて配置されている。吸収コ
ア40aの後胴回り域30には、吸収コア40aの後端縁から前方に向かって延びる第２低目付部
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42が形成されている。第２低目付部42の幅方向の長さは、前側に向かうにつれて短く形成
されている。第１低目付部41及び第２低目付部42は、周囲の吸収コアよりも吸収材料の目
付が低い部分である。本実施の形態の第１低目付部41及び第２低目付部42は、切欠きであ
る。なお、第１低目付部41及び第２低目付部42は、設けられていなくてもよい。
【００５３】
　吸収体40の肌対向面側T1には、液透過性のトップシート50が備えられる。トップシート
50は、使い捨ておむつ10の肌当接面を構成し、着用者に接する。トップシート50は、前胴
回り域20、股下域25、及び後胴回り域30を跨いで配置される。トップシート50は、繊維を
有しており、具体的には、不織布によって構成できる。トップシート50の外側縁は、吸収
体40の外側縁よりも幅方向の内側に位置する。トップシート50については、後述にて詳細
に説明する。
【００５４】
　トップシート50と吸収体40の間には、補助シート45が設けられている（図２参照）。補
助シート45の外側縁は、トップシート50の外側縁よりも幅方向Wの外側に位置する。補助
シートは、トップシート50よりも幅方向の外側の領域において、吸収体40の肌対向面側を
覆う。補助シート45は、不織布からなる。補助シート45の繊維間距離は、トップシート50
の繊維間距離よりも長い。補助シートの繊維間距離が比較的長いため、補助シートによっ
て体液を引き込み易い。トップシートの外側縁よりも幅方向の外側に、より引き込み性の
高い補助シートが配置されているため、トップシートを越えて幅方向の外側に拡散した便
を補助シートによって吸収体側に引き込むことができ、便の漏れを抑制できる。なお、補
助シートは、設けられていなくてもよい。補助シートを有しない形態にあっては、トップ
シートが吸収体の外側縁を覆うように設けられる。
【００５５】
　繊維間距離は、水銀圧入法（ＪＩＳ Ｒ １６５５）に準拠して、水銀ポロシメーター（
株式会社島津製作所製）等を用いて測定することができる。この水銀圧入法は、水銀を測
定対象物である繊維構造体（トップシート及び補助シート）の構成繊維間に圧入したとき
の水銀に加えられた圧力と、繊維構造体の構成繊維間の空間内に押し込まれた水銀の容積
とを測定することによって、前記繊維構造体の構造に関する情報を得ることができる。
【００５６】
　具体的には、繊維構造体の繊維間距離は、水銀ポロシメーターを用いて以下の手順に従
って測定することができる。
　１）測定対象物である繊維構造体を２４ｍｍ×１５ｍｍにカットして、測定用サンプル
を作製する。この測定用サンプルは、３枚作製する。
　２）３枚の測定用サンプルを、互いに重なり合わないようにして水銀ポロシメーター（
株式会社島津製作所製）のサンプルセルにセットした後、水銀に加える圧力を徐々に変化
させながら、繊維構造体の構成繊維間の空間（すなわち、細孔）内に押し込まれた水銀の
体積（すなわち、細孔容積）を測定する。なお、測定は、２２℃、６５％ＲＨの環境下で
行う。
　３）下記の式（１）に従って前記細孔の孔径Ｄ（μｍ）（すなわち、繊維構造体の繊維
間距離（μｍ））を算出し、該孔径Ｄと前記細孔容積との関係を、前記孔径Ｄの分布曲線
（微分・積分曲線）として得る。なお、下記の式（１）における各種測定条件は、水銀の
表面張力が０．４８３Ｎ／ｍ、接触角が１３０°、水銀圧力が０～４１４ＭＰａ（絶対圧
）である。
　式（１）　Ｄ＝－４γｃｏｓθ／Ｐ
  （式中、Ｄは孔径（繊維間距離）、γは水銀の表面張力、θは接触角、Ｐは圧力を表す
。）
【００５７】
　吸収体40の非肌対向面側T2には、液不透過性のバックシート60aが備えられる。バック
シートの非肌対向面側には、外装シート60が備えられる。
【００５８】
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　使い捨ておむつ10の幅方向の中心よりも幅方向の両外側には、一対の立体ギャザー80が
配置される。立体ギャザー80は、着用者側に起立可能な起立性のギャザーである。立体ギ
ャザー80は、サイドシート70と、弾性部材としてのサイド弾性部材71と、によって構成さ
れている。
【００５９】
　サイドシート70の内側縁側には、前後方向Lに伸縮するサイド弾性部材71が配置される
。一対の立体ギャザー80は、使い捨ておむつの幅方向の中心を対称軸としてほぼ線対称で
ある。各立体ギャザー80は、前後方向に伸縮するサイド弾性部材71を有し、着用者側に起
立可能な起立部83と、起立部83よりも幅方向の外側に位置し、かつ起立部83の起立（立ち
上がり）の基点となる第１固定部81と、起立部83よりも前後方向Lの両外側に位置し、か
つ起立部83の立ち上がりの基点となる第２固定部82と、を有する。起立部83の前端縁は、
前胴回り域20に配置される第２固定部82の後端縁に一致し、起立部83の後端縁は、後胴回
り域30に配置される第１固定部81の前端縁に一致する。
【００６０】
　サイドシート70は、トップシート50の外側縁及び補助シート45の外側縁を覆う。吸収性
物品が伸長した状態において、立体ギャザーの内側縁（サイドシート70の内側縁）は、ト
ップシートの外側縁よりも幅方向の内側に位置する。吸収性物品が伸長した状態において
、トップシートの外側縁が立体ギャザーの内側縁よりも幅方向の外側に位置するため、吸
収性物品の使用前の状態において、立体ギャザーの内側縁間の全域にトップシートが配置
される。装着補助者は、トップシートを視認することにより、吸収性能に対する安心感を
得ており、トップシートの配置領域を広く感じ、より安心感を得ることができる。
【００６１】
　サイドシート70は、第１固定部81及び第２固定部82において、トップシート50又は補助
シート45上に接合されている。起立部83は、前後方向Lにおける第２固定部82間に設けら
れており、トップシート50に接合されていないため、トップシート50等から立ち上がり可
能である。起立部83は、サイド弾性部材が収縮した状態で着用者側に起立する。起立部83
は、使い捨ておむつが着用された状態で着用者側に起立する。起立部83は、サイド弾性部
材71が収縮可能に配置された収縮領域84を有する。収縮領域84は、使い捨ておむつを伸長
させた伸長状態においてサイド弾性部材71が伸長した状態で接合された領域である。収縮
領域84は、起立部83においてサイド弾性部材71が配置されていない領域を除き、非伸長状
態のサイド弾性部材71が接合された領域を除き、かつサイド弾性部材71がサイドシート70
に接合されていない領域を除く概念である。立体ギャザー80は、吸収体40の外側縁におい
て肌対向面側T1に立ち上がる壁を形成し、排泄物の横漏れを防止する。
【００６２】
　使い捨ておむつ10の外側縁には、着用者の脚回りに配置される脚回り開口部13が形成さ
れている。使い捨ておむつ10には、脚回り開口部13よりも幅方向の内側に配置され、前後
方向Lに伸縮可能な一対のレッグ伸縮部75が備えられる。レッグ伸縮部75は、左右の脚回
り開口部13よりも幅方向内側にそれぞれ配置される。
【００６３】
　ファスニングテープ90は、一対であって、後胴回り域30においてサイドシート70よりも
幅方向Wの外側に延出する。ファスニングテープ90は、サイドシート70に取り付けられて
いる。ファスニングテープ90は、前胴回り域20のターゲット部95に止着する止着部91を有
する。止着部91は、例えば、係合フックが設けられた部分である。ファスニングテープ90
は、前胴回り域20のターゲット部95に止着されることにより、使い捨ておむつ10を着用者
の身体に保持する。一対のファスニングテープの止着部91間の領域は、装着時に身体に保
持される領域であり、胴回り保持部を構成する。
【００６４】
　ターゲット部95は、前胴回り域20の外装シート60の非肌対向面側T2の面に設けられてい
る。ターゲット部95は、ファスニングテープ90の係合フックが引っ掛かるように構成され
ており、フックとループの係止システムのループとして機能する。なお、使い捨ておむつ
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は、ファスニングテープ90及びターゲット部95を有しないパンツ型のおむつであってもよ
い。パンツ型のおむつにあっては、前胴回り域と後胴回り域を接合するサイド接合部間の
領域が胴回り保持部を構成する。
【００６５】
　使い捨ておむつ10は、幅方向に伸縮可能なウエスト伸縮部85を有する。ウエスト伸縮部
85は、後胴回り域30に配置される。ウエスト伸縮部85は、幅方向における一対のファスニ
ングテープ90間に配置されており、ファスニングテープ90間を幅方向に収縮する。ウエス
ト伸縮部85は、設けられていなくてもよい。
【００６６】
（２）トップシートの構成
　次いで、トップシート50の構成について詳細に説明する。図３は、トップシートの拡大
平面図である。トップシート50は、肌対向面側T1に突出するシート凸部51と、シート凸部
51間に設けられたシート凹部52と、を有する。なお、図１及び図２においては、シート凸
部51及びシート凹部52を省略して示している。シート凸部51は、使い捨ておむつ10の肌対
向面側T1に突出し、シート凹部52は、シート凸部51間の空間である。シート凸部51は、円
錐形状であり、肌対向面側T1に向かう先細り形状である。シート凸部51の頂部は、丸みを
帯びている。シート凸部51は、前後方向L及び幅方向Wにおいて間隔を空けて配置されてお
り、平面視にて千鳥状に配置されている。ここにおける千鳥状とは、前後方向Ｌ及び幅方
向Wに並んで配置されてなく、前後方向L及び幅方向Wのうち少なくとも一方においてずれ
て配置された状態である。シート凸部51は、厚み方向Tに延びる凸壁部59を有する。凸壁
部59は、シート凸部51の頂部から底部53まで延びる。
【００６７】
　シート凹部52は、シート凸部51によって挟まれた空間である。より詳細には、シート凹
部52は、凸壁部59及び底部53によって囲まれた空間である。シート凹部52の非肌対向面側
T2の面は、底部53であり、シート凹部52の肌対向面は、凸壁部59の頂部同士を繋いだ仮想
面である。図４及び図５において、シート凹部52の領域に斜線を付して示す。
【００６８】
　底部53は、前後方向L及び幅方向Wに延びる。シート凸部51間には、開口54が形成されて
いる。開口54は、底部53において厚み方向に貫通している。シート凸部51、シート凹部52
、底部53及び開口54は、トップシート50の全面に亘って形成されている。なお、シート凸
部51、シート凹部52、底部53、及び開口54は、トップシート50の一部のみに形成されてい
てもよい。
【００６９】
　トップシート50は、第１領域R1と、第２領域R2と、を有する。図１において、第１領域
R1と第２領域R2とに異なる斜線を付して示す。第１領域R1は、少なくとも後胴回り域30に
配置される。よって、第１領域R1上には、主に便が排出される。第１領域R1上に便が排出
されると、便は、シート凸部51間のシート凹部52に収容される。第２領域R2は、第１領域
R1よりも前側であって、少なくとも股下域25に配置される。よって、第２領域R2上には、
主に尿が排出される。第１領域R1上に尿が排出されると、尿は、シート凹部52によって前
後方向L及び幅方向Wに拡散しつつ、吸収体40に導かれる。第２領域R2は、少なくとも第１
領域R1の前側に配置されていればよいが、本実施の形態の第２領域R2は、トップシート50
の第１領域R1以外の領域全体に配置されており、第１領域R1は、平面視において第２領域
R2に囲まれている。
【００７０】
　図４及び図６は、第１領域R1のトップシート50を模式的に示した図である。図５及び図
７は、第２領域R2のトップシート50を模式的に示した図である。シート凸部51は、第１領
域R1のシート凸部51である第１凸部511と、第２領域R2のシート凸部51である第２凸部512
と、を有する。シート凹部52は、第１領域R1のシート凹部52である第１凹部521と、第２
領域R2のシート凹部52である第２凹部522と、を有する。底部53は、第１領域R1の底部53
である第１底部531と、第２領域R2の底部53である第２底部532と、を有する。開口54は、
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第１領域R1の開口54である第１開口541と、第２領域R2の開口54である第２開口542と、を
有する。開口54は、少なくとも第１領域R1に設けられていればよい。
【００７１】
　第１領域R1におけるトップシート50の形状は、第２領域R2におけるトップシート50の形
状と異なる。より詳細には、少なくとも第１凸部511の形状と第２凸部512の形状とは、異
なっている。シート凸部51の形状が異なる構成とは、シート凸部51の幅方向の長さ、シー
ト凸部51の前後方向Lの長さ、シート凸部51の高さ（厚み方向の長さ）、シート凸部51の
ピッチ、及びシート凸部51の平面視の形状（円形・矩形等）の少なくとも一部が異なる構
成である。本実施の形態のトップシート50は、第１凸部511の高さ511Hと第２凸部512の高
さ512Hが異なり、第１凸部511のピッチP1と第２凸部512のピッチP2が異なる。第１凸部51
1の形状と第２凸部512の形状とが異なるため、装着補助者が第１領域R1を認識し易くなる
。また、装着補助者は、第１凸部511の形状と第２凸部512の形状が異なるため、股下域に
配置されるトップシートの性能と、後胴回り域に配置されるトップシートの性能と、の違
いを把握でき、尿と便が適切に吸収されるという安心感を得ることができる。
【００７２】
　また、第１凹部521の形状と第２凹部522の形状とが異なってもよい。シート凹部52の形
状が異なる構成とは、シート凹部52の幅方向Wの長さ、シート凹部52の前後方向Lの長さ、
シート凹部52に形成された開口54の形状、開口54の位置の少なくとも一部が異なる構成で
ある。
【００７３】
　第１領域R1のトップシート50には、第１凸部511と、第１凹部521と、中間部58と、第１
底部531と、第１開口541と、が形成されている。中間部58は、隣接する第１凸部511の間
に設けられている。中間部58の高さは、第１凸部511の高さよりも低い。中間部58は、第
１底部531よりも肌対向面側T1に突出する。中間部58の頂部は、第１凸部511の頂部よりも
非肌対向面側T2に位置する。中間部58の周囲には、第１底部531が配置されている。中間
部58が設けられた位置における断面（図４に示す断面）において、トップシート50には、
第１凸部511、第１凹部521、第１凸部511の順序で、各部分が隣接して設けられ、第１凹
部521内において、第１底部531、第１開口541、第１底部531、中間部58、第１底部531、
第１開口541、第１底部531の順序で、各部分が隣接して設けられている。なお、中間部58
は、設けられていなくてもよく、中間部58の代わりに第１凸部511が設けられていてもよ
い。
【００７４】
　第２領域R2のトップシート50には、第２凸部512と、第２凹部522と、が形成されている
。第２領域R2のトップシート50には、中間部が形成されていない。第２凸部512は、千鳥
状に配置されている。第２領域R2の断面（図５に示す断面）において、トップシート50に
は、第２凸部512、第２凹部522、第２凸部512の順序で、各部分が隣接して設けられ、第
２凹部522内において、第２底部532、第２開口542、第２底部532の順序で、各部分が隣接
して設けられている。
【００７５】
　トップシート50には、複数のシート凹部52及びシート凸部51が設けられているため、ト
ップシート50と吸収体40との間には、空間が形成される。トップシート50と吸収体40との
間に空間が形成されることにより、トップシート50によって引き込んだ体液を当該空間に
引き込むことができ、排泄物を迅速に吸収体によって吸収でき、トップシート上に体液が
残ることを抑制できる。
【００７６】
　このように構成されたトップシート50において、第１領域R1上に便が排出されると、便
は、第１凸部511間の第１凹部521に収容される。便は、第１凸部511によって挟まれ、第
１凹部521内に留まる。第１凹部521に便が収容されることにより、着用者と便の接触面積
が少なくなる。便は、第１凸部511による壁によって挟まれるため、一旦第１凸部511間に
収容された便が肌に触れた場合に、第１凸部間から便が出て着用者に再付着することを抑
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制できる。よって、便が肌に付着する面積が増えることを抑制できる。第１凸部511間に
中間部58が設けられていることにより、第１凸部511間の空間内の排泄物は、前後方向L及
び幅方向Wに拡散し難くなる。また、第１凸部511は、千鳥状に配置され、第１凹部521は
、前後方向L及び幅方向Wにおいて分断されている。よって、第１凹部521内に収容された
便は、前後方向L及び幅方向Wに沿って拡散し難い。水分を多く含む軟便は、第１凹部521
の第１開口541を介して吸収体40に移行する。
【００７７】
　このように構成されたトップシート50において、第２領域R2上に尿が排出されると、尿
は、第２凸部512間の第２凹部522を介して、前後方向Lに対して傾斜し、かつ幅方向Ｗに
対して傾斜する斜め方向に拡散する。尿は、流動性が高く、第２底部532に沿って平面方
向に拡散しつつ、第２底部532に形成された第２開口542を介して吸収体40に移行する。こ
のように、第２領域R2において尿を拡散し、迅速に尿を吸収体に移行させ、かつ第１領域
R1において軟便及び体液を吸収体40に移行させつつ、固形の便を保持し続けることにより
、着用者の肌に対して体液や軟便が付着することを抑制し、装着感を向上できる。トップ
シートの第１領域R1と第２領域R2によって、性質の異なる尿と便を適切に吸収できる。
【００７８】
　第１領域R1におけるトップシート50の高さ（第１底部531から第１凸部511の頂部までの
長さであり、第１凸部511の高さ511Hに相当する）R1Hは、第２領域R2におけるトップシー
ト50の高さ（第２底部532から第２凸部512の頂部までの長さであり、第２凸部512の高さ5
12Hに相当する）R2Hよりも高い。第１領域R1におけるトップシート50の高さが比較的高い
ことにより、第１領域R1において、着用者の肌と吸収体40とを離すことができ、吸収体40
によって吸収された体液が肌側に戻り難くなり、着用者の肌をドライな状態で保ち易くな
る。
【００７９】
　第１凸部511の高さ（第１底部531から第１凸部511の頂部までの長さ）511Hは、第２凸
部512の高さ（第２底部532から第２凸部512の頂部までの長さ）512Hよりも高い。第１領
域R1上に排出された便は、第１凸部511間の第１凹部521に収容される。このとき、第１凸
部511の高さ511Hが第２凸部512の高さ512Hよりも高いため、第１凸部511による壁を比較
的高く形成できる。便を挟む壁が高いため、一旦第１凹部521内に収容された便を第１凸
部511によって保持し易くなる。その結果、第１凹部521内に収容された便の表面に着用者
の肌が触れた際に、第１凹部521内に便を保持し続け、第１凹部521から便が出て着用者に
再付着することを防ぐことができる。
【００８０】
　また、第１凸部511の高さが比較的高いため、第１領域R1において肌と吸収体40との隙
間が大きくなる。通気性が高くなり、おむつ内部の空気がおむつ外部へ流出し、蒸れを抑
制できる。また、第１凸部511間に便が収容される前において、第１領域R1に体圧がかか
って第１凸部511が潰れた状態と、第１領域R1に体圧がかからずに第１凸部511が起立した
状態と、でトップシート50の厚みは、変化する。第１凸部511の高さが比較的高いことに
より、体圧の有無によるトップシート50の厚み差が大きくなり、空気がより流れやすく、
蒸れを抑制する効果を得やすい。加えて、第１凸部511間に多くの便を収容することがで
き、自重によって便が開口54を通過し易くなり、開口54を介して吸収体40に導く便の量を
増やすことができる。
【００８１】
　一方、第２凸部512の高さ512Hが第１凸部511の高さ511Hよりも低いため、第２領域R2に
おける肌触りを向上できる。股下域25は、着用者の排泄口に接する。股下域25は、後胴回
り域30と比較して着用者の肌に密着している。股下域25に当たる第２領域R2の第２凸部51
2の高さ512Hが抑えられているため、第２領域R2が位置する股下域が肌に密着した場合で
あっても、第２凸部512による肌への当たりを和らげることができる。肌触りが向上し、
着用者の装着感が向上する。このような装着感を向上させる観点から、第２領域R2の面積
は、第１領域R1の面積よりも広くてよい。肌触りが好適な第２領域R2の面積を広く設ける
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ことにより、装着感をより向上できる。また、第２凸部512の高さが比較的低いため、第
２凹部522の収容空間が小さくなり、第１領域R1に収容された便が第２領域R2に流れるこ
とを抑制できる。
【００８２】
　第１凸部511のピッチP1は、第２凸部512のピッチP2よりも長い。第１凸部511間の空間
が広くなり、便の収容空間を広く形成できる。よって、トップシート50上に排出された便
は、第１凸部511間に収容され、第１凸部511上に残り難くなる。着用者の肌に便が触れ続
けることを抑制し、装着感を向上できる。また、第１凸部511間に多くの便を保持でき、
便の自重が増加する。繊維を有するトップシートにあっては、便の自重が増加することに
より、便内に含まれる水分が繊維間の隙間を介して吸収体に透過し易くなる。よって、便
内の水分を迅速に吸収体に移行させ、水分を多く含む軟便が肌に付着し続けることを抑制
できる。また、主に尿を吸収する第２領域は、滑らかな触感にすることができ、主に便を
吸収する第１領域は、吸収をしっかりするような厚みのある触感にすることができる。使
い捨ておむつの１枚のトップシートにおいて、触感の異なる部分を設けることにより、着
用者は、肌に対して優しい機能と、便をしっかりと吸収する機能と、を知覚することがで
きる。
【００８３】
　なお、第１凸部のピッチは、一定でなく、中間部を挟んで配置される第１凸部間のピッ
チは、中間部を挟んで配置されていない第１凸部間のピッチよりも長い。最も長い第１凸
部のピッチが、最も長い第２凸部のピッチよりも長く構成されていればよい。
【００８４】
　シート凸部51の高さは、０．３ｍｍ以上、１０．０ｍｍ以下であり、より好適には、０
．４ｍｍ以上、６．０ｍｍ以下であり、更に好適には、０．５ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下
である。シート凸部51のピッチは、０．３ｍｍ以上、１０．０ｍｍ以下であり、より好適
には、０．５ｍｍ以上、５．０ｍｍ以下であり、更に好適には、１．０ｍｍ以上、４．５
ｍｍ以下である。このように構成されたシート凸部51によれば、シート凸部51が目立ち過
ぎることによる見た目の違和感を抑制し、装着補助者が安心感を得やすい。また、シート
凸部51を目視にて認識できるため、装着補助者がシート凸部51による吸収性能に対する安
心感を得やすい。                                                                
               
【００８５】
　開口の寸法は、１．０ｍｍ以上、８．０ｍｍ以下であり、より好ましくは １．５ｍｍ
以上、５．０ｍｍ以下である。開口が大きいほど、便の透過性はよくなる一方で、吸収後
の便が開孔部から戻る可能性もあるため、シート凸部の間隔及び幅に応じて、当該シート
凸部の間隔及び幅に近いサイズ（差が2mm以下）とすることが好ましい。該シート凸部の
間隔及び幅に近いサイズの開口を設けることにより、視覚的イメージと機能面で両立させ
ることが可能となる。
【００８６】
　第２凹部522は、第１領域R1の前端縁R1Fからトップシート50の前端縁まで連続して配置
されている。第２凹部522が連続しているため、第１領域R1の前端縁R1Fからトップシート
50の前端縁まで体液を円滑に拡散でき、広い面積で迅速に尿を吸収体40に移行させること
ができる。
【００８７】
　第１領域R1と第２領域R2の境界において、第１凹部521と第２凹部522は、前後方向Lに
おいて連なっている。第１凹部521内の空間と第２凹部522内の空間とは連通しているため
、第１領域R1と第２領域R2の間で排泄物を円滑に拡散できる。例えば、吸収性物品の装着
位置がずれ、第２領域R2に便が排出された場合であっても、当該便を第１領域R1に導き、
第１領域R1によって便を収容及び吸収することができる。
【００８８】
　第１領域R1において、第１凸壁部591の立ち上がり角度α（図４参照）は、第２凸壁部5
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92の立ち上がり角度β（図５参照）よりも大きい。第１凸壁部591の立ち上がり角度αが
第２凸壁部592の立ち上がり角度βより大きく、第１凸壁部591は、比較的急な傾斜となる
。そのため、第１凸部511によって第１凹部521内に収容された排泄物を保持し易く、一旦
収容した排泄物が第１凹部521から抜け出ることを抑制できる。
【００８９】
　第２凸壁部592の立ち上がり角度αが第１凸壁部591の立ち上がり角度βより小さく、第
２凸壁部592は、比較的緩やかな傾斜となる。第２領域R2は、少なくとも股下域25に配置
される。股下域25は、後胴回り域30と比較して着用者の肌に密着している。第２領域R2の
凸壁部が緩やかな傾斜であることにより、第２領域R2が位置する股下域が肌に密着した場
合であっても、第２凸部512による肌への当たりを和らげることができる。
【００９０】
　なお、凸壁部59の立ち上がりの角度は、次の方法によって測定できる。コールドスプレ
ー等を用い、吸収性物品から測定対象のシートを取り出し、測定箇所の凸部とその周辺を
幅方向に平行に切断する。切断は、鋭利な刃物（例えば、カッターの替え刃）によって、
出来る限り凸がつぶれないように行う。切断したシートにしわが寄らないように、トップ
シートを水平面に置いた状態で、切断面をマイクロスコープにて20倍に拡大し断面を撮影
する。撮影の断面について、水平面に対する凸壁部の肌対向面側表面（毛羽立った繊維を
除いた表面）の立ち上がり角度を測定する。
【００９１】
　第１凸壁部591における繊維及び第２凸壁部592における繊維は、前後方向及び幅方向に
沿って配向された繊維よりも、トップシートの厚み方向に沿って配向された繊維を多く有
する。このような吸収性物品によれば、シート凸部51の非肌対向面側の空間を維持し易く
、シート凸部51の肌への当たりが柔らかくなり、着用者がふわふわとした感触を得ること
ができる。また、厚み方向Tに配向された繊維によって、厚み方向Tに体液を導きやすい。
よって、シート凸部51の高さを高く構成した場合であっても、凸壁部59内の体液を迅速に
吸収体側に導くことができる。
【００９２】
　なお、凸部壁の繊維配向が厚み方向に配向するとは、シート凸部及びシート凹部が形成
された状態において繊維が厚み方向（シートの肌面側から非肌面側の方向）に対して、＋
４５度から－４５度の範囲内に配向していることをいう。また、繊維配向の測定は、株式
会社キーエンス製のデジタルマイクロスコープＶＨＸ－１００を用いて行い、以下の測定
方法で行った。（１）サンプルを観察台上に凸壁部表面を観察できるようにセットし、（
２）イレギュラーに手前に飛び出した繊維を除いてサンプルの最も手前の繊維にレンズの
ピントを合わせ、（３）サンプルの３Ｄ画像をＰＣ画面上に作成。次に（４）３Ｄ画像を
２Ｄ画像に変換し、（５）測定範囲において凸壁部の厚み方向を適時等分する平行線を画
面上に複数引く。（６）平行線を引いて細分化した各セルにおいて、それぞれの方向に向
いている繊維本数を測定し、そして（７）設定範囲内における全繊維本数に対し、厚み方
向に向かう繊維配向の繊維本数の割合と、厚み方向と直交する方向に向かう繊維配向の繊
維本数の割合とを計算することにより、測定・算出することができる。
【００９３】
　第１領域R1の曲げ剛性は、第２領域R2の曲げ剛性よりも高い。曲げ剛性は、カトーテッ
ク株式会社製ＫＥＳ  ＦＢ－２を用いて測定する。寸法５０ｍｍ×１００ｍｍとなる試験
片を準備し、一対のチャックの一方に試験片の長手方向の一端を挟み、他方のチャックに
試験片の長手方向の他端を挟む。一方のチャックが他方のチャックを中心に回転し、これ
によって折り曲げられた試験片の曲げ剛性をトルク検出器で測定する。試験片は、５組準
備して、測定値の平均値を曲げ剛性とする。
【００９４】
　第１領域R1の前端縁R1Fは、使い捨ておむつ10の前後方向Lの中心よりも後方に位置し、
吸収体40の折曲誘導部よりも後側に位置する。折曲誘導部は、吸収体40の幅方向に沿う折
り線を基点とした折り曲げを誘導するものであり、吸収体40の切り欠き、幅方向Wに延び
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るエンボス線、幅方向Wに沿って配置されたエンボスの集合体を例示でき、当該部分を基
点として吸収体が折り曲がるように剛性差を設けた部分である。本実施の形態の折曲誘導
部は、一対の第１低目付部41によって構成されている。折曲誘導部は、前後方向において
立体ギャザーの収縮領域84が配置されている範囲内に配置されている。前後方向Lにおい
て収縮領域84が配置されている範囲は、収縮領域84の収縮によって前後方向Lに縮まり易
い。収縮領域によって収縮する力が作用すると、折曲誘導部を基点に吸収性物品が変形す
る。第１領域R1よりも前側に位置する折曲誘導部を基点に変形することにより、収縮領域
84の収縮力が吸収され、第１領域R1をフラットな状態に保ち、便を引きこむ機能を発揮し
続けることができる。
【００９５】
　第１領域R1は、幅方向Wにおける一対の第１固定部81間に配置される。第１領域R1の外
側縁は、第１固定部81よりも幅方向の内側に位置する。後胴回り域30における第１固定部
81間のトップシート50の剛性が高くなり、起立部83の高さを確保し易くなる。よって、後
胴回り域30における便の横漏れを防ぐことができる。また、起立部83が立ち上がり易くな
るため、立体ギャザー80によってトップシート50が覆われ難くなり、排出された便を第１
凹部521内に導き易くなる。
【００９６】
　第１領域R1の後端縁R1Rは、収縮領域84の後端縁よりも後側に位置する。第１領域R1は
、前後方向Lにおいて収縮領域84の後端縁を跨いで配置されている。立体ギャザーの立ち
上がり基点となる収縮領域の後端縁近傍の剛性は、高くなる。立体ギャザーの立ち上がり
基点の剛性が高くなることにより、立体ギャザーの高さを確保し易くなる。より詳細には
、起立部83の第２固定部82側は、立ち上がり基点と近いため、起立部83の前後方向の中央
と比較して、立ち上がり高さを確保し難い。また、収縮領域84より後側の領域は、サイド
弾性部材71によって収縮しないため、起立部83の立ち上がり高さを確保し難い。当該収縮
領域84よりも後側には、第１領域R1が配置され、後胴回り域30における第２固定部82側の
トップシート50の剛性が高くなる。トップシート50の剛性が高くなることにより、起立部
83が立ち上がり易くなり、起立部83の高さを確保し易くなる。よって、後胴回り域におけ
る便の横漏れを防ぐことができる。また、立体ギャザーの高さを確保することにより、立
体ギャザーによってトップシートが覆われることを防止し、排出された便を第１凹部521
内に導く機能を発揮し続けることができる。
【００９７】
　第１領域R1の後端縁R1R、胴回り保持部よりも前側に位置し、胴回り保持部と離間して
いる。胴回り保持部は、一対の止着部91間の領域である。胴回り保持部は、止着部91が前
胴回り域20に止着された装着状態で身体に対して密着する領域である。一対の止着部91間
の領域と第１領域R1とが離間しているため、第１凹部521内に収容された便が着用者の肌
から離れた状態を実現し易い。
【００９８】
　第１領域R1の後端縁R1Rは、ウエスト伸縮部85よりも前側に位置し、ウエスト伸縮部85
が配置された領域と離間している。ウエスト伸縮部85が配置された領域は、装着状態で身
体に対して密着する領域である。第１領域R1とウエスト伸縮部85が配置された領域とが離
間しているため、第１凹部521内に収容された便が着用者の肌から離れた状態を実現し易
くなる。
【００９９】
（３）トップシートの製造方法
　次いで、トップシートを構成する不織布の製造方法の一例について説明する。トップシ
ートを構成する不織布の製造は、不織布を延伸する賦形加工によってシート凸部及びシー
ト凹部を形成することができる。賦型加工は、第１賦型加工と、第２賦型加工と、を行う
ことができる。第１賦型加工は、トップシート50の幅方向の全域に対応する領域において
、第２凸部512、第２凹部522、第２底部532及び第２開口542を形成する。
【０１００】
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　第２賦形加工は、第１賦形加工後に行う。第２賦形加工は、第１領域R1に対応する領域
において、第１凸部511を形成し、その他の領域には、加工を行わない。具体的には、第
１領域に対応する領域において、一部の第２凸部512を更に延伸し、第１凸部511を形成す
る。第１賦型加工によって形成された第２凸部512のうち、第２賦型加工を施さなかった
第２凸部512は、中間部58を構成する。第１賦型加工によって形成された第２底部532及び
第２開口542のうち、第１領域に対応する第２底部532及び第２開口542は、第１底部531及
び第１開口541を構成する。すなわち、第２底部532及び第２開口542は、第１底部531及び
第１開口541と同じ構成である。
【０１０１】
　また、賦型処理を行う際に、開口の縁に溶着部を形成してもよい。溶着部は、トップシ
ートを構成する繊維が溶着した部分である。開口の縁に溶着部が形成されているため、開
口の強度が高まり、開口形状を維持し易くなる。よって、排泄物の引き込み性を維持でき
る。
【０１０２】
（４）その他の実施形態
　次いで、変形例にかかる吸収性物品について説明する。なお、以下の変形例の説明にお
いて、上述の実施形態と同様の構成については、同符号を用いて説明を省略する。図８は
、変形例１に係る吸収性物品のトップシート50及び吸収体400を模式的に示した図である
。変形例に係る吸収体400は、肌対向面側T1に突出する吸収凸部401と、吸収凸部401の間
に設けられる吸収凹部402と、を有する。吸収凹部402は、吸収凸部401よりも凹んでいれ
ばよい。吸収凹部402の吸収材料の目付は、吸収凸部401よりも低い目付であればよく、ゼ
ロであってもよい。
【０１０３】
　第１開口541は、吸収凸部401と重なる領域に配置され、かつ吸収凹部402と重なる領域
に配置されている。吸収凸部401と第１開口541が重なることにより、第１開口541と吸収
体40の距離が短く、第１開口541を介して引き込んだ体液を吸収体40によって迅速に吸収
できる。また、吸収凹部402と第１開口541が重なることにより、第１開口541の非肌対向
面側T2に便を収容する空間を形成でき、第１開口541を介して引き込んだ排泄物を空間内
に引きこむことができる。なお、第１開口541は、吸収凸部401と重ならない領域に配置さ
れていてもよいし、吸収凹部402と重ならない領域に配置されていてもよい。また、第２
開口542も、吸収凸部401及び吸収凹部402と重なる領域に配置されていてもよい。
【０１０４】
　図９は、変形例２に係る吸収性物品におけるトップシート500の断面図である。変形例
２に係るトップシート500は、底部53から非肌対向面側T2に延びる溝壁部55と、溝壁部55
よりも非肌対向面側T2に位置し、平面方向に延びる溝底部56と、を有する。開口54は、溝
壁部55に形成されている。溝壁部55に開口54が形成されているため、吸収体40と開口54の
間に空間が形成され易い。開口54と吸収体40との間の空間によって、トップシート50を通
過した排泄物を一時的に保持することができ、引き込み性を向上できる。
【０１０５】
　図１０は、変形例３に係る吸収性物品におけるトップシート501の断面図である。変形
例３に係るトップシート501は、第１凸部511、中間部58、及び第１凹部521が前後方向に
延びている。幅方向Wにおける第１凸部511間には、分断部57が設けられている。分断部57
は、第１凹部521の前後方向に延びる空間を分断するように構成されている。分断部57の
頂部は、第１凸部511の頂部よりも非肌対向面側T2に位置し、中間部58の頂部よりも肌対
向面側T1に位置する。より詳細には、第１凹部521の前後方向Lに延びる空間の肌対向面側
T1の領域（分断部57よりも肌対向面側T1の領域）は、前後方向Lに分断されずに、前後方
向Lに連なっている。一方、第１凹部521の前後方向Lに延びる空間の非肌対向面側T2の領
域（分断部57が配置された領域）は、前後方向Lに分断されており、前後方向Lに非連続で
ある。分断部57は、前後方向Lに間隔を空けて設けられている。よって、第１凹部521は、
少なくとも一部において前後方向Lに非連続である。第１領域R1上に便が排出されると、
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便は、第１凸部511間の第１凹部521内に収容される。第１凹部521が前後方向Lに非連続で
ある部分によって、第１凹部521内に収容された便が前後方向Lに拡散することを抑制でき
る。また、第１凸部511の頂部が分断部57の頂部よりも肌対向面側T1に位置するため、第
１凹部521内の排泄物は、前後方向Lに沿って拡散し易く、幅方向Wに沿って拡散し難くな
る。よって、便の横漏れを防ぐことができる。
【０１０６】
　なお、本実施の形態において、「前後方向に延びる」とは、少なくとも前後方向に一定
の範囲を有する構成であればよく、前後方向に対する角度が４５度未満となるように前後
方向に対して傾斜しつつ幅方向に延びる構成も含むものである。また、「幅方向に延びる
」とは、少なくとも幅方向に一定の範囲を有する構成であればよく、幅方向に対する角度
が４５度未満となるように幅方向に対して傾斜しつつ前後方向に延びる構成も含むもので
ある。
【０１０７】
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。したがって
、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によ
ってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【０１０８】
10　　　　　　：使い捨ておむつ
20　　　　　　：前胴回り域
25　　　　　　：股下域
30　　　　　　：後胴回り域
40、400　　　　：吸収体
401　　　　　：吸収凸部
402　　　　　：吸収凹部
45　　　　　　：補助シート
50、500、501　　：トップシート
51　　　　　　：シート凸部
511　　　　　：第１凸部
512　　　　　：第２凸部
52　　　　　　：シート凹部
521　　　　　：第１凹部
522　　　　　：第２凹部
53　　　　　　：底部 
54　　　　　　：開口
541　　　　　：第１開口
542　　　　　：第２開口
55　　　　　　：溝壁部
56　　　　　　：溝底部
57　　　　　　：分断部
58　　　　　　：中間部
59　　　　　　：凸壁部
80　　　　　　：立体ギャザー
84　　　　　　：収縮領域
L　　　　　　　：前後方向
R1　　　　　　：第１領域
R2　　　　　　：第２領域
T1　　　　　　：肌対向面側
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T2　　　　　　：非肌対向面側
W　　　　　　　：幅方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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